
筑紫野市公共施設 LED 照明設備リース事業プロポーザル審査要領 

 

１．プレゼンテーション 

(1) 参加者は、5 人以内とする。 

(2) １参加者につき説明時間は 20 分、質疑時間については 15 分程度とする。 

(3) プロジェクターを使用し説明する場合は、当市においてスクリーン及びプロジェクタ

ーを準備する。 

 

２．審査項目及び審査観点 

本事業について次のとおり審査する。 

(1) 地元企業の活用等 ・・・20 点 

ａ 地元企業を積極的に活用し、その活用方法は適切か 

(2) 事業の進め方、体制 ・・・20 点 

ａ 事業者間の役割分担は明確かつ適切なものとなっているか 

ｂ 市との連絡及び調整が速やかに行える体制となっているか 

ｃ 適切な業務計画となっているか 

ｄ 業務の効率化を図り、工期を短縮させる努力がなされているか 

(3) 事業の提案額 ・・・15 点 

ａ 見積の記載内容に妥当性があり、提案額がより安価に設定されているか 

(4) リース期間中の維持管理の進め方、体制 ・・・15 点 

ａ 照明灯の不具合等に迅速に対応できる維持管理体制の構築ができているか 

(5) LED 導入による効果 ・・・10 点 

ａ 製品性能及び電気料金、CO2 削減量 

(6) 過去の実績 ・・・10 点 

ａ 他自治体における LED 照明灯導入実績 

(7) 独自の工夫 ・・・10 点 

ａ 参加者の提案に独自性があり筑紫野市にとって有益か 

 

３．審査方法について 

審査は筑紫野市公共施設 LED 照明設備リース事業プロポーザル審査委員会において、課

題に対する提案の的確性及び実現性を企画提案書等の内容の聴取等（プレゼンテーション

及びヒアリング）により審査する。 

プレゼンテーションは、提出書類の表現を補足する説明及び審査委員からの質疑により

審査する。 

また、各審査委員は上記の審査項目について、的確性、実現性、機能性等の観点から５段

階で評価し、それぞれの評価係数を乗ずるものとする。 



 優先交渉権者は、参加者ごとに審査員全員の点数を合計し、もっとも高い得点を獲得した

参加者とする。 

なお、もっとも高い得点を獲得した参加者が複数ある場合は、提案額が安価な者を優先交

渉権者とする。 

⑴ Ａ ・・・ 特に優れている（評価係数 1.0） 

⑵ Ｂ ・・・ 優れている（評価係数 0.8） 

⑶ Ｃ ・・・ 普通（評価係数 0.6） 

⑷ Ｄ ・・・ やや劣る（評価係数 0.4） 

⑸ Ｅ ・・・ 劣る（評価係数 0.2） 

 

４．留意事項 

(1) 提案内容については一定以上の水準を確保するため、評価の基準点を 60 点と定め、

それに満たない場合や審査項目のうち、半数以上の審査委員が評価係数Ｅ（劣る）と判

定する項目が１つでもあった場合は不採択とする。 

(2) 市の要求水準を満たす提案が無かった場合は、候補者の選定は行わない。 

(3) 参加者が１者の場合であっても、市の要求水準を満たす提案であれば、その者を優先

交渉権者として選定する。 


